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図書館では、毎月テーマ別に特集を組んでたくさんの
資料を展示・紹介しています（おすすめ資料）。

★今月のテーマはこれ!★

今月のおすすめ資料

家族の一員として、動物を飼っている方も多いと思います。
今回は、ペットを飼うために役立つ本や動物について書かれた
本を紹介します。

♥ペットのいる暮らし♥

ペットを飼うための基本知識や、飼い方のヒントを集めたコ
ラムも掲載。ペットに関する法律や、お役立ちサイトなどの
データも充実した１冊です。

（一般書）所蔵館 中央

（一般書）所蔵館 石川

図書館で読み聞かせ活動をしているサークルを紹介

よみきかせサークル「ミュージック」よみきかせサークル「ミュージック」

☆うるま市立図書館ホームページ
　http://www.library.city.uruma.lg.jp/
☆うるま市立図書館ホームページ
　http://www.library.city.uruma.lg.jp/

中央図書館 ☎098-974-1112
石川図書館 ☎098-964-5166
勝連図書館 ☎098-978-4321

●毎週月曜日
●１０月９日（火）振替休日
●１０月２５日（木）館内整理日

としょかんだよりとしょかんだより

中央館／

石川館／

勝連館／

秋といえば・・・（一般）

よい絵本（児童）

不・思・議　巡り（一般）

図書館へ行ってきます（児童）

おいしいおはなし、召し上がれ!

行事案内（10月中旬～11月初旬）

図書館スタッフおはなし会

行　事 日　時 サークル名等

中

　
　央

勝

　連

石

川

☆館内利用者用コンピュータ端末及びホームページからご覧になれます。

としょかんだより

☆借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。
☆図書館にない本は、リクエストすることが出来ます。

絵本の世界からこんにちは絵本の世界からこんにちは

『ペットの冠婚葬祭まるごと便利帳』
「出会い」から「お別れ」まで、この１冊ですべてがわかる！ 

大岳 美帆編著／ 阪急コミュニケーションズ
おおたけ み ほ

セラピードッグとして、出会った人に生きる勇気をもたらした
チロリ。ゴミ捨て場で拾われて、人の弱まった心と体をなおす
セラピードッグとして活躍するまでになったチロリの物語です。

（児童書）所蔵館 勝連

『名犬チロリ』
日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語 

大木 トオル著／ 岩崎書店
おお き

飼育のプロ達の解説やアドバイスが載ったお役立ち満点の
図鑑です。哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類など、いろいろな小
動物の飼い方を写真付きで分かりやすく紹介します。

『小動物の飼い方図鑑』
河野 朝城監修／日東書院本社
こう の とも き

（児童書）所蔵館 中央・勝連

ペットと人との関係やペットの幸福度を２９のデータから解
説。ペットの増え方・減り方、ペットを飼ってもよいマンション
の割合など、身近なものの知られざる姿を図やグラフにして
紹介します。

『ペットの幸福度』
新美 恵子著／大月書店
にい み けい こ

毎月第2土曜日
午後3時～

すだちおはなしの部屋
毎月第4土曜日
午前10時30分～

すずの会おはなしワールド
毎月第3土曜日
午前10時30分～

ラビット読み聞かせ会
毎週金曜日

午前10時30分～

図書館スタッフ
大人のための
秋の工作教室

11月7日（水）
午前10時～

すだち
あかちゃんのための
おはなし会

毎月第3木曜日
午前11時～

フォリエ
あかちゃんとパパ・
ママのおはなし会

毎月第3水曜日
午前11時～

ラビット
おはなしパラダイス
楽しいおはなし会

11月10日（土）
午前10時30分～

沖縄ハンズオンNPO
読書週間行事
ハロウィン

英語の読み聞かせ

10月27日（土）
午後2時～

図 書 館 休 館 日

蔵書点検のため、下記の日程で休館させていただきます。
普段ご利用の図書館が休館の場合は、開館している他の２館
をご利用下さい。

図書館では、より良いサービスを行うため、年に１度、すべて
の資料の点検・確認をおこなっています。利用者の皆様にはご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
休館中、本・雑誌の返却は、ブックポストをご利用ください。

ＣＤ・ＤＶＤ・カセット・ビデオ・紙芝居は破損の恐れがあります
ので、直接カウンターへお返しください。

蔵書点検のお知らせ蔵書点検のお知らせ

南原小学校読み聞かせサークル“ムーミン”（平成３年結
成）のOBメンバー国吉・藏根・小潮川の3人で活動しています。
絵本のことば・絵からイメージをふくらませて、音楽をつけて
読み聞かせを行っています。
勝連図書館での読み聞かせの際、若い外国人のお父さんが

「今日の“三びきのがらがらどん”アメリカの母親に小さいと
きによく読んでもらった」とおっしゃり、絵本に国境はないこと
を直に感じ、感激しました。
これからも、絵本のおはなしが心に
響くことを願って、活動していきます。
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今年10月から３年間に限り、過去10年以内の納め忘れた保険料を
納めることができる、後納制度が始まります。ただし、老齢基礎年金を
受けている方は対象外となります。
また、年金の受給資格期間が10年に短縮される「年金機能強化
法」が8月に成立しましたが、その開始時期は、消費税が10％に引き
上げられてからとなるため、未定です。
※くわしくは、『国民年金保険料専用ダイヤル
　０５７０－０１１－０５０』へお問い合わせください。
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★中央図書館　１１月６日（火）～１１月１６日（金）
★石川図書館　１１月１７日（土）～１１月２８日（水）
★勝連図書館　１１月２９日（木）～１２月５日（水）

後納制度の納付が始まります
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